
2014.　8.　1 市役所代表　辺０４２・７２２・３１１１　返０４２・７２４・５６００　番号間違いにご注意下さい３
  実

施
医
療
機
関
へ
直
接
申
し
込
み

に
な
り
ま
し
た

町
田
市
が
ん
検
診

　
す
べ
て
の
が
ん
検
診
が
、
実
施

医
療
機
関
へ
直
接
申
し
込
み
に
な

り
ま
し
た
。
実
施
医
療
機
関
な
ど

の
詳
細
は
、
町
田
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
や
チ
ラ
シ
（
各
市
民
セ
ン
タ
ー

等
で
配
布
）
を
ご
覧
い
た
だ
く

か
、
電
話
で
市
役
所
代
表
（
辺
７

２
２
・
３
１
１
１
）
へ
お
問
い
合

わ
せ
下
さ
い
。

問
健
康
課
辺
７
２
５
・
５
１
７
８

返
７
２
５
・
５
１
９
８

 
親
子
ク
ッ
キ
ン
グ

【
手
作
り
餃
子
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
外
】

　
皮
か
ら
手
作
り
し
ま
す
。

対
市
内
在
住
の
５
歳
～
小
学
２
年

生
と
そ
の
保
護
者

日
８
月
　
日
（
水
）
午
前
９
時
　

２０

３０

分
～
午
後
１
時

場
健
康
福
祉
会
館

内
栄
養
士
の
話
、調
理
実
習
、会
食

定
　
組
（
申
し
込
み
順
）

１２
費
１
組
５
０
０
円
（
材
料
費
）

申
８
月
　
日
ま
で
に
電
話
で
イ
ベ

１２

ン
ト
ダ
イ
ヤ
ル
（
辺
７
２
４
・
５

６
５
６
）
へ
。

問
健
康
課
辺
７
２
５
・
５
１
７
８

返
７
２
５
・
５
１
９
８

幼
児
食
講
習
会

対
２
０
１
２
年
９
月
～
２
０
１
３

健
康
案
内

健
康
案
内

年
２
月
生
ま
れ
の
子
ど
も
と
そ
の

保
護
者

※
一
度
参
加
し
た
方
や
、
き
ょ
う

だ
い
連
れ
で
の
参
加
は
不
可
。

日
９
月
２
日
（
火
）
午
前
９
時
　５５

分
～
　
時
　
分

１１

４５

場
健
康
福
祉
会
館

内
幼
児
期
の
栄
養
と
保
育
に
つ
い

て
の
話
、
試
食
、
グ
ル
ー
プ
相
談

定
　
人
（
申
し
込
み
順
）

２５
申
電
話
で
イ
ベ
ン
ト
ダ
イ
ヤ
ル

（
辺
７
２
４
・
５
６
５
６
）
へ
。

問
健
康
課
辺
７
２
５
・
５
１
７
８

返
７
２
５
・
５
１
９
８

  
教
育
相
談
嘱
託
員

対
次
の
す
べ
て
の
条
件
を
満
た
す

方
＝
若
干
名
　
①
１
年
以
上
の
心

理
臨
床
経
験
を
有
す
る
②
（
財
）

日
本
臨
床
心
理
士
資
格
認
定
協
会

が
認
定
す
る
臨
床
心
理
士
資
格
、

ま
た
は
（
社
）
臨
床
発
達
心
理
士

認
定
運
営
機
構
が
認
定
す
る
臨
床

発
達
心
理
士
資
格
を
有
す
る
、
ま

た
は
資
格
取
得
が
可
能
で
あ
る

採
用
　
月
１０

勤
務
時
間
月
～
土
曜
日
の
午
前
８

時
　
分
～
午
後
５
時
、
週
４
日

４５
勤
務
場
所
教
育
セ
ン
タ
ー

選
考
一
次
＝
小
論
文
、
選
考
日
は

８
月
　
日
午
前
、
二
次
＝
面
接
・

２９

実
技
等
、
選
考
日
は
９
月
９
日
、

　
日
１０※

選
考
会
場
は
同
セ
ン
タ
ー
で

す
。

申
嘱
託
員
（
教
育
相
談
）
採
用
選

考
申
込
書
（
教
育
セ
ン
タ
ー
一
号

館
で
配
布
、
町
田
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

ジ
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
）
に
記

入
（
手
書
き
）
し
、
８
月
　
日
ま

２１

で
（
消
印
有
効
）
に
郵
送
で
同
セ

ン
タ
ー（
〒
　
―
０
０
３
６
、
木

１９４

曽
東
３
―
１
―
３
）
へ
。

※
封
筒
に
朱
書
き
で
「
嘱
託
員
採

用
申
込
」と
記
入
し
て
下
さ
い
。

問
同
セ
ン
タ
ー
辺
７
９
２
・
６
５

４
６
返
７
９
１
・
０
３
５
９

教
育
相
談
臨
時
職
員

対
次
の
い
ず
れ
か
の
条
件
を
満
た

す
方
＝
若
干
名
　
①
（
財
）
日
本

臨
床
心
理
士
資
格
認
定
協
会
が
認

定
す
る
臨
床
心
理
士
資
格
を
有
す

る
、
ま
た
は
資
格
取
得
が
可
能
で

あ
る
②
（
社
）
臨
床
発
達
心
理
士

認
定
運
営
機
構
が
認
定
す
る
臨
床

発
達
心
理
士
資
格
を
有
す
る
、
ま

た
は
資
格
取
得
が
可
能
で
あ
る

採
用
日
随
時

勤
務
期
間
２
０
１
５
年
３
月
ま
で

勤
務
時
間
月
～
金
曜
日
の
う
ち
週

２
日
か
ら
応
相
談
、
午
前
８
時
　３０

分
～
午
後
５
時

勤
務
場
所
教
育
セ
ン
タ
ー

選
考
書
類
、
面
接
（
書
類
合
格
者

の
み
、
同
セ
ン
タ
ー
で
実
施
）

※
詳
細
は
別
途
通
知
し
ま
す
。

申
市
販
の
履
歴
書
に
記
入
し
（
手

書
き
）、
８
月
　
日
ま
で
（
消
印

２１

有
効
）
に
郵
送
で
教
育
セ
ン
タ
ー

（
〒
　
―
０
０
３
６
、
木
曽
東
３

１９４
―
１
―
３
）
へ
。

※
封
筒
に
は
朱
書
き
で
「
臨
時
職

員
採
用
申
込
」
と
記
入
し
て
下
さ

い
。

問
同
セ
ン
タ
ー
辺
７
９
２
・
６
５

４
６
返
７
９
１
・
０
３
５
９

 
映
画
上
映
会

　「
う
ま
れ
る
」
と
い
う
こ
と
を

幅
広
く
捉
え
、
自
分
た
ち
の
生
や

家
族
の
絆
、
命
の
大
切
さ
、
人
と

の
つ
な
が
り
を
考
え
る
ド
キ
ュ
メ

ン
タ
リ
ー
映
画
「
う
ま
れ
る
」
の

上
映
会
で
す
。

※
町
田
市
医
師
会
と
共
催
で
す
。

日
９
月
７
日
（
日
）
午
後
１
時
　３０

分
～
３
時
　
分
（
予
定
）

１５

場
町
田
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム

定
１
８
０
人
（
申
し
込
み
順
）

申
８
月
１
日
正
午
～
９
月
３
日
に

電
話
で
イ
ベ
ン
ト
ダ
イ
ヤ
ル
（
辺

７
２
４
・
５
６
５
６
）
へ
。

問
健
康
課
辺
７
２
５
・
５
４
２
２

返
７
２
５
・
５
１
９
８

健

康

講

座

【
認
知
症
の
高
齢
者
に
対
す
る
接

し
方
】

対
市
内
在
住
の
　
歳
以
上
の
方

６０

日
８
月
　
日
（
水
）
午
後
１
時
　

２０

３０

分
～
３
時

場
わ
く
わ
く
プ
ラ
ザ
町
田

内
よ
く
見
ら
れ
る
事
例
を
あ
げ
な

が
ら
、
認
知
症
の
方
に
対
す
る
接

し
方
や
心
構
え
な
ど
を
学
ぶ

講
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
福
祉
専
門
学
校
講
師

・
利
根
川
都
子
氏

定
　
人
（
申
し
込
み
順
）

３０
申
往
復
ハ
ガ
キ
に
講
座
名
・
住
所

・
氏
名
（
ふ
り
が
な
）・
電
話
番

号
・
年
齢
を
明
記
し
、
８
月
　
日
１３

ま
で
（
必
着
）
に
、
町
田
市
老
人

ク
ラ
ブ
連
合
会
（
〒
　
―
０
０
２

１９４

２
、
森
野
１
―
１
―
　
、
わ
く
わ

１５

く
プ
ラ
ザ
町
田
３
階
、
辺
７
２
５

・
４
６
１
３
）
へ
。

問
高
齢
者
福
祉
課
辺
７
２
４
・
２

１
４
１
返
０
５
０
・
３
１
０
１
・

６
１
８
０

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー

養

成

講

座

　
認
知
症
の
正
し
い
理
解
と
知
識

を
身
に
付
け
、
自
分
の
で
き
る
範

囲
で
認
知
症
の
方
を
地
域
で
支
え

る
手
助
け
を
す
る
認
知
症
サ
ポ
ー

タ
ー
に
な
る
た
め
の
講
座
で
す
。

　
市
で
は
、
２
０
１
３
年
度
ま
で

に
約
１
万
３
０
０
人
の
市
民
の
方

が
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
に
な
っ
て

い
ま
す
。

対
市
内
在
住
、
在
勤
、
在
学
の
方

日
９
月
　
日
（
水
）
午
後
７
時
～

１０

８
時
　
分
３０

場
健
康
福
祉
会
館

定
１
２
０
人
（
申
し
込
み
順
）

申
８
月
１
日
正
午
～
９
月
５
日
に

電
話
で
イ
ベ
ン
ト
ダ
イ
ヤ
ル
（
辺

７
２
４
・
５
６
５
６
）
へ
。

問
高
齢
者
福
祉
課
辺
７
２
４
・
２

１
４
０
返
０
５
０
・
３
１
０
１
・

６
１
８
０

心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
制
度
碓障 

受
給
者
証

更
新
し
ま
す

　
重
度
障
が
い
者
（
身
体
障
害
者

手
帳
１
・
２
級
〔
内
部
障
が
い
は

３
級
も
含
む
〕、
愛
の
手
帳
１
・

２
度
）
の
方
を
対
象
と
し
た
受
給

者
証
の
更
新
が
行
わ
れ
ま
す
（
所

得
制
限
額
を
超
え
る
方
〔
左
表
参

照
〕、　
歳
以
上
で
初
め
て
申
請

６５

す
る
方
、
後
期
高
齢
者
医
療
被
保

険
者
証
を
お
持
ち
で
住
民
税
が
課

税
の
方
は
対
象
外
）。

　
引
き
続
き
助
成
が
受
け
ら
れ
る

方
に
は
、
９
月
か
ら
の
新
し
い
受

給
者
証
を
８
月
下
旬
ご
ろ
に
お
送

り
し
ま
す
。
ま
た
、
所
得
が
基
準

を
超
え
る
等
で
受
給
資
格
の
無
く

な
る
方
に
は
、
資
格
消
滅
通
知
を

お
送
り
し
ま
す
。

　
な
お
、
以
前
に
所
得
超
過
で
受

給
資
格
を
喪
失
し
た
方
も
、
所
得

（
左
表
参
照
）
に
よ
っ
て
再
び
該

当
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
詳
細

は
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

※
有
効
期
限
の
過
ぎ
た
受
給
者
証

は
障
が
い
福
祉
課
へ
お
返
し
下
さ

い
。

問
障
が
い
福
祉
課
辺
７
２
４
・
２

１
３
６
返
０
５
０
・
３
１
０
１
・

１
６
５
３

該
当
す
る
方
は
申
請
・
提
出
を

心
身
障
害
者
福
祉
手
当

　
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
は
８
月

で
年
度
が
切
り
替
わ
り
ま
す
。
７

月
ま
で
に
申
請
を
し
て
所
得
超
過

に
よ
り
却
下
と
な
っ
た
方
で
、
２

０
１
４
年
度
（
２
０
１
３
年
中
）

所
得
が
限
度
額
以
内
の
場
合
（
左

表
参
照
）
は
、
８
月
中
に
申
請
し

て
下
さ
い
。
所
得
の
詳
細
に
つ
い

て
は
、
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

※
現
在
受
給
中
で
、
２
０
１
４
年

度
所
得
が
限
度
額
を
超
え
る
方
に

は
、
別
途
通
知
し
ま
す
。

問
障
が
い
福
祉
課
辺
７
２
４
・
２

１
３
６
返
０
５
０
・
３
１
０
１
・

１
６
５
３

　
口
腔
の
健
康
を
維
持
す
る
こ
と

は
と
て
も
重
要
な
こ
と
で
す
。

　
ほ
ん
の
数
十
年
前
ま
で
は
、
加

齢
と
と
も
に
自
分
の
歯
を
失
っ
て

い
く
と
い
う
こ
と
は
当
然
の
こ
と

と
思
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
し
か
し
近
年
で
は
、
口
腔
衛
生

に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
か
ら
、

自
分
の
歯
を
保
っ
て
い
る
高
齢
者

は
以
前
に
比
べ
多
く
な
っ
て
い
ま

す
。
健
康
な
口
腔
を
保
つ
こ
と
に

よ
り
、
見
た
目
の
美
し
さ
ば
か
り

で
な
く
、
お
い
し
く
食
べ
ら
れ
、

十
分
に
栄
養
を
取
る
こ
と
も
可
能

に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
自
信
を
も

っ
て
明
瞭
に
話
す
こ
と
も
で
き
ま

す
。
口
腔
が
健
康
で
あ
る
こ
と

は
、
生
活
の
質
を
高
め
る
こ
と
に

直
接
つ
な
が
る
の
で
す
。

　
歯
周
病
菌
な
ど
の
口
腔
内
細
菌

は
、
歯
と
歯
肉
に
悪
影
響
を
与
え

る
だ
け
で
な
く
、
重
篤
な
全
身
疾

患
に
も
関
連
す
る
恐
れ
が
あ
り
ま

す
。

　
近
年
多
く
の
研
究
に
よ
り
、
口

腔
内
の
細
菌
が
心
臓
病
・
脳
梗
塞

・
糖
尿
病
・
肺
炎
な
ど
、
高
齢
者

に
と
っ
て
よ
く
耳
に
す
る
病
気
と

関
係
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て

き
ま
し
た
。

　
こ
れ
ら
の
疾
患
を
予
防
し
、
栄

養
に
な
る
食
事
を
お
い
し
く
い
た

だ
く
た
め
に
、
日
々
の
歯
磨
き
を

し
っ
か
り
行
い
、
か
か
り
つ
け
歯

科
医
で
定
期
健
診
を
受
け
て
、
お

口
の
健
康
を
保
ち
ま
し
ょ
う
。

　
町
田
市
の
歯
科
口
腔
健
康
診
査

（
　
～
　
歳
）
は
、
町
田
市
歯
科

１８

７０

医
師
会
会
員
の
診
療
所
（
歯
科
医

院
）
で
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す

の
で
、
ご
活
用
下
さ
い
。

恩
温

桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶

恩 温桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶

恩 温桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶

健康
　メモ
（町田市歯科医師会）

歯
と
口
腔
の
健
康
の
た
め
に

心身障害者医療費助成の所得制限基準額
○適用期間＝２０１４年９月１日～２０１５年８月３１日　○収入期間＝２０１３年中の所得

５人４人３人２人１人０人扶養親族
等の人数

５５０万４０００円５１２万４０００円４７４万４０００円４３６万４０００円３９８万４０００円３６０万４０００円基準額

※基準額を超える方は対象になりません／２０歳未満の方は、国民健康保険の世帯主、
または社会保険の被保険者の所得です／２０歳以上の方は、障がい者本人の所得です。

心身障害者福祉手当の概要
所得限度額（２０１４年度〔２０１３年中〕所得）

手当額（月額）対象者 受給者本人所得扶養人数
３６０万４０００円未満０人

１万５５００円

①～④のいずれかに該当する、心身に障
がいのある２０歳以上６５歳未満の方①身体
障害者手帳…１･２級②愛の手帳…１～
３度③脳性マヒ④進行性筋萎縮症
※施設入所者、所得が一定額以上の方は
除きます。また、精神障害者保健福祉手
帳は対象外です。

３９８万４０００円未満１人
４３６万４０００円未満２人
４７４万４０００円未満３人
５１２万４０００円未満４人

以降、扶養人数１人につき３８万円加算
※上記所得限度額は、目安です。所得限度内かどうかは個別に判断をする必要がありますので、
詳細はお問い合わせ下さい。

申し込み定員会　場日　時会議名
８月６日午後
５時までに電
話で環境政策
課（辺７２４・
４３８６）へ

１０人
（申し込
み順）

市庁舎２
階会議室
２−１

８月７日
（木）午後
６時３０分
～８時３０
分

町田市環境
マネジメン
トシステム
外部評価委
員会


